
 

 

 

○ 今後、『国際課税』及び『マイナンバー、税務執行』についての議論をより

効率的に行うため、総会の下に『国際課税ディスカッショングループ（以下、

国際課税ＤＧという。）』及び『マイナンバー、税務執行ＤＧ（以下、マイナン

バーＤＧという。）』（仮称）という２つの小グループを開催する。 

 

○ ＤＧにおいては、外部有識者からのヒアリングや事務局からの説明を聴取し、

委員及び特別委員間で意見表明・意見交換等を行う。 

 

○ ＤＧでの議論の模様は総会に報告され、総会ではこれを基に審議を行う。 

 

○ 各委員は、原則としていずれかのＤＧに属すこととする。また、各ＤＧには

座長を置き、座長が議事を整理する。 

 

○ 各ＤＧにおいて想定される具体的なテーマ等は、以下のとおり。 

 

〔 国際課税ＤＧ 〕  

  想定される議題、テーマ 

・国際課税全般について 

・BEPS関係について 

・帰属主義について 

・国境を越えた役務の提供等に対する消費税について  等 

  開催日程 

・第１回 10月 24日（木）【Ｐ】 

 

〔 マイナンバーＤＧ 〕 

 想定される議題、テーマ 

・申告等の利便性向上について 

     ・所得把握の適正化について 

     ・他の行政分野との連携について 等 

 開催日程 

・第１回 11月８日（金）【Ｐ】 

ディスカッショングループの開催について（案） 
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